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「JP インベストメント地域・インパクト１号投資事業有限責任組合」による 

 株式会社森未来への投資実行について 

 

 JP インベストメント株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長 中村 昌史、以下「JP インベス

トメント」）は、JP インベストメント地域・インパクト 1 号投資事業有限責任組合（以下「本ファン

ド」）を通じ、「Sustainable Forest」をミッションとする株式会社森未来（東京都港区、代表取締役 

浅野 純平、以下「森未来」）への出資を実行しましたので、お知らせいたします。 

 

 

 

本ファンドは、地域経済の活性化、SDGs の目標達成に向けた社会的インパクトの創出に資する企業

や事業への投資を行い、持続可能な社会の確立を目指すものです。 

具体的には、国内において成長資金や事業承継等のニーズを有する中堅中小企業、ベンチャー企業

及び地域開発事業等への投資を行うことにより、地域への資金循環を通じた地域経済の活性化や社会

へのポジティブインパクト創出による SDGs の目標達成に貢献いたします。 

 

森未来は 2016 年 4 月に設立されたスタートアップで、「Sustainable Forest」をミッションに、森

林が産業的にも環境的にも持続可能な状態になることを目指しています。 

「Sustainable Forest（持続可能な森林）」は、1964 年の林業基本法制定以来、国を挙げて取り組ま

れてきたテーマです。しかし、半世紀以上が経過した現在、林業が持続可能な形へと進化したと言い

切れる状況にはなく、むしろその課題が深刻化していると見る声もあります。森未来は、この

「Sustainable Forest」の実現に本気で挑戦し続けています。 

前回の 2021 年のプレシリーズ A ラウンドでは、BtoB 向け木材プラットフォーム「eTREE」をリリー

スしたばかりでした。それから現在に至るまで、「eTREE」は木材ポータルサイトおよび木材データベ

ースとして進化を遂げ、木材に関する多様なお問い合わせに応えることが可能なプラットフォームへ

と成長しました。 

今回のシリーズ A ラウンドでの資金調達により、「eTREE」をさらに発展させ、木材ポータルサイト

およびデータベースとしての機能を充実させるとともに、森未来のビジョンである「All Wood 

Platform」の実現へと着実に前進できると考えております。 



「Sustainable Forest」への道のりは依然として険しく、国が半世紀をかけて取り組んできたよう

に、森未来も 10 年、20 年、50 年という長期的なスパンでこの課題に向き合い続けています。 

上述のように森未来の事業は社会へのポジティブインパクト創出による SDGs の目標達成に貢献す

るという本ファンドの理念に合致することから、本件への出資を決定いたしました。 

 

 株式会社森未来概要 

・商号 ：株式会社森未来 

・設立 ：2016 年 4 月 28 日 

・代表者：浅野 純平 

・所在地：東京都港区芝五丁目 27 番 6 号 

・資本金：464,936,000 円(資本準備金含む、2025 年 1 月 14 日時点) 

・URL  ：https://shin-mirai.co.jp/ 

 

 JP インベストメント地域・インパクト 1 号投資事業有限責任組合概要 

*1 無限責任組合員の出資分を除いた金額です。 

*2 「JP インベストメント地域・インパクト合同会社」は、本ファンドの運営会社として JP イン 

ベストメントが出資し設立した会社です。 

  

名 称 JP インベストメント地域・インパクト 1 号投資事業有限責任組合 

ファンド総額（*1） 120 億円（ゆうちょ銀行 80 億円、かんぽ生命保険 40 億円） 

無限責任組合員 JP インベストメント地域・インパクト合同会社 

有限責任組合員 
株式会社ゆうちょ銀行 

株式会社かんぽ生命保険 

設立日 2022（令和 4）年 4 月 1日 

存続期間 10 年間 

業務運営者 JP インベストメント地域・インパクト合同会社（*2） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

金融商品取引法に基づく広告等の表示 
 
1. 金融商品取引業者等の商号 

JP インベストメント地域・インパクト合同会社 
（JP インベストメント株式会社子会社：以下「GP 会社」といいます。） 

2. 金融商品取引業者等である旨 
適格機関投資家等特例業務届出者 

3. 手数料等について 
GP 会社が提供するファンドに関して、顧客たる投資家には、管理報酬及びファンド運営に
必要な費用等をお支払いいただきます。管理報酬は出資約束額又は運用財産額に一定の料
率を乗じて算出しますが、具体的内容は顧客との協議により決定いたします。また、ファ
ンド運営に必要な費用（監査報酬、弁護士等の外部アドバイザーの費用等）は、個別の業務
内容により変動します。 

4. 投資リスクについて 
GP 会社が提供するファンドの持分への投資について、元本及び利回りの保証はありません。
また、ファンドの運用財産の価格、金利、通貨の価格及び市場環境等の変動その他の要因
により損失が発生する可能性がございます。 


